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全
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並
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に
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改
め
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る
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七
月
一
日
か
ら
施
行
す
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。
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庁
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
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部
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の
設
置
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営
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関
す
る
規
則
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一
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改
正
す
る
規
則
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布
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京
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事
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庁
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
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の
設
置
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び
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

都
庁
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
本
部
等
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
東
京
都
規
則
第
百
六

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
並
び
に
都
民
安
全
推
進
本
部
長
、
」
を
「
、
組
織
規
程
第
八
条
第
一
項
に
定
め

る
室
の
長
並
び
に
」
に
改
め
、
「
、
病
院
経
営
本
部
長
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
三

項
」
を
「
第
九
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
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和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
第
一
項
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改
正
規
定

（
「
、
病
院
経
営
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部
長
」
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
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、
同
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月
一
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ら
施
行
す
る
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京
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す
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則
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一
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す
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規
則
を
公
布
す
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令
和
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三
月
三
十
一
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東
京
都
知
事

小

池

百
合
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京
都
規
則
第
九
十
二
号

東
京
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の
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な
育
成
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す
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条
例
施
行
規
則
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一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
東
京
都
規
則
第
九
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
号
中
「
生
活
文
化
局
長
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
準
備
局
長
」
を
「
生
活

文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
長
」
に
、
「
都
民
安
全
推
進
本
部
長
」
を
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
生
活
安
全
担
当

局
長
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
四
中
「
都
民
安
全
推
進
本
部
長
」
を
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
生
活
安
全
担
当
局
長
」
に

改
め
る
。

第
二
条
の
六
中
「
都
民
安
全
推
進
本
部
総
合
推
進
部
都
民
安
全
推
進
課
」
を
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ

局
都
民
安
全
推
進
部
都
民
安
全
課
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
三
項
中
「
都
民
安
全
推
進
本
部
長
」
を
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
生
活
安
全
担
当
局
長
」

に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
都
民
安
全
推
進
本
部
」
を
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
都
民
安
全
推
進
本
部
長
」
を
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
生
活
安
全
担

当
局
長
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
都
民
安
全
推
進
本
部
総
合
推
進
部
長
」
を
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー

ツ
局
都
民
安
全
推
進
部
長
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
都
民
安
全
推
進
本
部
総
合
推
進
部
都
民
安
全
推
進
課
長
」
を
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ

局
都
民
安
全
推
進
部
都
民
安
全
課
長
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
都
民
安
全
推
進
本
部
長
」
を
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
生
活
安
全
担
当
局
長
」
に
改

め
る
。

第
十
四
条
中
「
都
民
安
全
推
進
本
部
総
合
推
進
部
都
民
安
全
推
進
課
」
を
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局

都
民
安
全
推
進
部
都
民
安
全
課
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
中
「
都
民
安
全
推
進
本
部
総
合
推
進
部
若
年
支
援
課
」
を
「
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
都

民
安
全
推
進
部
若
年
支
援
課
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
庁
内
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
規
則
第
九
十
三
号

東
京
都
庁
内
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
庁
内
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
東
京
都
規
則
第
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
並
び
に
都
民
安
全
推
進
本
部
長
、
」
を
「
、
同
条
第
三
項
に
定
め
る
室
長
並
び

に
」
に
改
め
、
「
、
病
院
経
営
本
部
長
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
「
、
病
院
経
営
本
部
長
」
を
削
る

部
分
は
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
四
号

東
京
都
地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
規
則
（
平
成
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
九
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
た
だ
し
書
中
「
病
院
経
営
本
部
経
営
企
画
部
総
務
課
」
を
「
福
祉
保
健
局
都
立
病
院
支
援
部

法
人
調
整
課
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
職
員
表
彰
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
五
号

東
京
都
職
員
表
彰
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
職
員
表
彰
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
東
京
都
規
則
第
百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
三
項
中
「
並
び
に
都
民
安
全
推
進
本
部
長
、
」
を
「
、
同
条
第
三
項
に
定
め
る
室
長
並
び

に
」
に
改
め
、
「
、
病
院
経
営
本
部
長
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
「
、
病
院
経
営
本
部
長
」
を
削
る

部
分
は
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
職
員
健
康
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
六
号

東
京
都
職
員
健
康
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
職
員
健
康
管
理
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
東
京
都
規
則
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
号
中
「
並
び
に
都
民
安
全
推
進
本
部
、
」
を
「
、
室
並
び
に
」
に
改
め
、
「
、
病
院
経

営
本
部
」
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
並
び
に
都
民
安
全
推
進
本
部
長
、
」
を
「
、
同
条
第
三
項
に
規

定
す
る
室
長
並
び
に
」
に
改
め
、
「
、
病
院
経
営
本
部
長
」
を
削
る
。

第
三
十
二
条
中
「
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る

職
員
及
び
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
第
一
号
の
改
正
規
定

（
「
、
病
院
経
営
本
部
」
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
同
条
第
三
号
の
改
正
規
定
（
「
、
病
院
経
営

本
部
長
」
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
職
員
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
規
則
第
九
十
七
号

東
京
都
職
員
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
職
員
住
宅
管
理
規
則
（
平
成
三
年
東
京
都
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
並
び
に
都
民
安
全
推
進
本
部
、
」
を
「
、
室
並
び
に
」
に
改
め
、
「
、
病
院
経

営
本
部
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
並
び
に
都
民
安
全
推
進
本
部
長
、
」
を
「
、
同
条
第
三
項
に
規

定
す
る
室
長
並
び
に
」
に
改
め
、
「
、
病
院
経
営
本
部
長
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
一
号
の
改
正
規
定

（
「
、
病
院
経
営
本
部
」
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
同
条
第
二
号
の
改
正
規
定
（
「
、
病
院
経
営

本
部
長
」
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
八
号

東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
東
京
都
規
則
第
三
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
十
四
項
中
「
附
則
第
二
十
二
項
」
を
「
附
則
第
二
十
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
二

十
五
項
と
し
、
附
則
第
二
十
三
項
を
附
則
第
二
十
四
項
と
し
、
附
則
第
二
十
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

２３

第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
四
年
度
に
パ
ス
の
発
行
を
受
け
る
者
で
市
町
村
民
税
非
課

税
者
等
（
令
和
三
年
度
に
パ
ス
の
発
行
を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
そ
の
他
市
町
村
民
税
非
課
税
者
等

に
相
当
す
る
者
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
者
の
費
用
負
担
額
は
、
千
円
と
す
る
。

別
表
中
「
株
式
会
社
新
日
本
観
光
自
動
車

京
王
バ
ス
小
金
井
株
式
会
社

」
を

「
株
式
会
社
新
日
本
観
光
自
動
車

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す

る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
九
号

東
京
都
健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

東
京
都
健
康
安
全
研
究
セ
ン
タ
ー
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
九

十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
一
の
部
一
の
款
１
の
項
⑸
ア
及
び
イ
中
「
千
百
円
」
を
「
千
七
十
円
」
に
改
め
、
同
款

３
の
項
中
「
二
千
百
十
円
」
を
「
二
千
五
十
円
」
に
改
め
、
同
款
４
の
項
⑵
中
「
千
五
百
八
十
円
」
を

「
千
五
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
項
⑶
中
「
二
千
二
百
二
十
円
」
を
「
二
千
百
六
十
円
」
に
改
め
、
同

部
二
の
款
中
６
の
項
か
ら
１３
の
項
ま
で
を
７
の
項
か
ら
１４
の
項
ま
で
と
し
、
５
の
項
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

６

赤
痢
ア
メ
ー
バ
抗
原
定
性

一

件

千
七
百
八
十
円

別
表
第
一
第
一
の
部
三
の
款
１
の
項
⑶
中
「
四
百
八
十
円
」
を
「
五
百
十
円
」
に
改
め
、
同
款
２
の

項
⑴
ア
中
「
二
千
八
百
円
」
を
「
二
千
八
百
八
十
円
」
に
改
め
、
同
項
⑵
中
「
千
二
百
八
十
円
」
を

「
千
三
百
六
十
円
」
に
改
め
、
同
項
⑶
中
「
二
千
二
百
四
十
円
」
を
「
二
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
項

⑷
オ
中
「
四
千
八
百
九
十
円
」
を
「
四
千
七
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
⑸
イ
中
「
五
千
百
三
十
円
」

を
「
五
千
三
百
七
十
円
」
に
改
め
、
同
項
⑺
ア
中
「
千
三
百
六
十
円
」
を
「
千
四
百
四
十
円
」
に
改
め
、

同
項
⑺
イ
中
「
千
七
百
六
十
円
」
を
「
千
八
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
項
⑺
ウ
中
「
二
千
二
百
四
十

円
」
を
「
二
千
三
百
二
十
円
」
に
改
め
、
同
項
⑻
中
「
千
五
百
五
十
円
」
を
「
千
五
百
十
円
」
に
改
め
、
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同
部
四
の
款
１
の
項
⑶
ア
、
イ
及
び
エ
中
「
九
百
二
十
円
」
を
「
八
百
九
十
円
」
に
改
め
、
同
項
中
⑾

を
⑿
と
し
、
⑽
を
⑾
と
し
、
同
項
⑼
エ
中
「
八
百
六
十
円
」
を
「
八
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
項
⑼
ク

中
「
二
千
八
百
円
」
を
「
二
千
七
百
二
十
円
」
に
改
め
、
同
項
中
⑼
を
⑽
と
し
、
⑹
か
ら
⑻
ま
で
を
⑺

か
ら
⑼
ま
で
と
し
、
⑸
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑹

Ｈ
Ｉ
Ｖ－
一
特
異
抗
体
・
Ｈ
Ｉ
Ｖ－

二
特
異
抗
体
（
イ
ム
ノ
ク
ロ
マ
ト
法
）

一

件

五
千
二
百
八
十
円

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
現
に
試
験
又
は
検
査
の
依
頼
を
受
け
て
い
る
も
の
に
係
る
手
数
料
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

訓

令

◉
東
京
都
訓
令
第
二
十
七
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

東
京
都
図
書
類
取
扱
規
程
（
平
成
元
年
東
京
都
訓
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
第
一
号
中
「
並
び
に
都
民
安
全
推
進
本
部
、
」
を
「
、
室
並
び
に
」
に
改
め
、
「
、
病
院
経

営
本
部
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
「
、
病
院
経
営
本
部
」
を
削
る
部

分
は
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
二
十
八
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

東
京
都
印
刷
物
取
扱
規
程
（
昭
和
二
十
八
年
東
京
都
訓
令
甲
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
第
一
号
中
「
並
び
に
都
民
安
全
推
進
本
部
、
」
を
「
、
室
並
び
に
」
に
改
め
、
「
、
病
院
経

営
本
部
」
を
削
る
。

第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
生
活
文
化
局
広
報
広
聴
部
都
民
の
声
課
」
を
「
総
務
局
総
務
部
情

報
公
開
課
」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「都

民
の
声
課

」
を
「情

報
公
開
課

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
一
号
の
改
正
規
定
中

「
、
病
院
経
営
本
部
」
を
削
る
部
分
は
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
二
十
九
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
訓
令
甲
第
二
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
号
中
「
都
民
安
全
推
進
本
部
長
」
を
「
子
供
政
策
連
携
室
長
」
に
改
め
、
「
、
病
院
経
営
本
部

長
」
を
削
る
。

附

則
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こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
「
、
病
院
経
営
本
部
長
」
を
削
る

部
分
は
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
三
十
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

会
計
年
度
任
用
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
（
令
和
二
年
東
京
都
訓
令
第
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
四
条
中
「
都
民
安
全
推
進
本
部
長
」
を
「
子
供
政
策
連
携
室
長
」
に
改
め
、
「
、
病
院
経
営
本
部

長
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
「
、
病
院
経
営
本
部
長
」
を
削
る

部
分
は
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
三
十
一
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

東
京
都
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
訓
令
第
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
四
条
の
二
第
二
項
第
二
号
中
「
都
民
安
全
推
進
本
部
長
」
を
「
子
供
政
策
連
携
室
長
」
に
改
め
、

「
、
病
院
経
営
本
部
長
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
「
、
病
院
経
営
本
部
長
」
を
削
る

部
分
は
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
三
十
二
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

東
京
都
職
員
出
勤
記
録
及
び
出
勤
簿
整
理
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
訓
令
第
百
二
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
四
条
中
「
都
民
安
全
推
進
本
部
長
」
を
「
子
供
政
策
連
携
室
長
」
に
改
め
、
「
、
病
院
経
営
本
部

長
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
「
、
病
院
経
営
本
部
長
」
を
削
る

部
分
は
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
三
十
三
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局
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労
働
委
員
会
事
務
局

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
七
年
東
京
都
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
の
二
中
「
並
び
に
都
民
安
全
推
進
本
部
長
、
」
を
「
、
同
条
第
三
項
の
室
長
並
び
に
」
に
改

め
、
「
、
病
院
経
営
本
部
長
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
「
、
病
院
経
営
本
部
長
」
を
削
る

部
分
は
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
三
十
四
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

宿
日
直
勤
務
規
程
（
平
成
七
年
東
京
都
訓
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
三
条
第
一
項
中
「
並
び
に
都
民
安
全
推
進
本
部
長
、
戦
略
政
策
情
報
推
進
本
部
長
、
」
を
「
、
同

条
第
三
項
の
室
長
並
び
に
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
「
同

重
症
重
度
心
身
障
害
児
者
施
設
」
を
「
同

療
育
セ
ン
タ
ー
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
三
十
五
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

東
京
都
被
服
貸
与
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
一
条
中
「
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
三
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る
職
員
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

第
二
条
中
「
並
び
に
都
民
安
全
推
進
本
部
長
、
」
を
「
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
室
長
並
び
に
」

に
改
め
、
「
、
病
院
経
営
本
部
長
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
改
正
規
定
（
「
、
病
院

経
営
本
部
長
」
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
三
十
六
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

東
京
都
安
全
衛
生
管
理
者
等
設
置
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
東
京
都
訓
令
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
第
一
号
中
「
並
び
に
都
民
安
全
推
進
本
部
、
」
を
「
、
室
並
び
に
」
に
改
め
、
「
、
病
院
経
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営
本
部
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
「
、
病
院
経
営
本
部
」
を
削
る
部

分
は
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
三
十
七
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

統
括
課
長
及
び
主
任
の
職
の
指
定
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
東
京
都
訓
令
第
五
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
第
一
号
中
「
並
び
に
都
民
安
全
推
進
本
部
長
、
」
を
「
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
室
長
並

び
に
」
に
改
め
、
「
、
病
院
経
営
本
部
長
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
「
、
病
院
経
営
本
部
長
」
を
削
る

部
分
は
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
三
十
八
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

統
括
課
長
代
理
の
認
定
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
訓
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
第
一
号
中
「
並
び
に
都
民
安
全
推
進
本
部
長
、
」
を
「
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
室
長
並

び
に
」
に
改
め
、
「
、
病
院
経
営
本
部
長
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
「
、
病
院
経
営
本
部
長
」
を
削
る

部
分
は
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
三
十
九
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
取
扱
規
程
（
昭
和
四
十
年
東
京
都
訓
令
甲
第
九
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

別
表
一
本
庁
行
政
機
関
及
び
地
方
行
政
機
関
の
部
都
民
安
全
推
進
本
部
の
項
及
び
病
院
経
営
本
部
の

項
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
病
院
経
営
本
部
の
項
を
削
る
部
分

は
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
四
十
号

庁

中

一

般
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支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
訓
令
甲
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

別
表
第
一
本
庁
の
項
中

「
総
務
課
長

総
務
局
人
事
部
人
事
課
長

」
を
「
総
務
課
長

子
供
政
策
連
携
室
子
供
政
策
連
携
推

進
部
企
画
課
長

総
務
局
人
事
部
人
事
課
長

」
に
改
め
、

「
（
総
務
課
長
」
の
下
に
「
及
び
子
供
政
策
連
携
室
子
供
政
策
連
携
推
進
部
企
画
課
長
」
を
加
え
、
同

表
本
庁
行
政
機
関
及
び
地
方
行
政
機
関
の
項
中
「
都
民
安
全
推
進
本
部
、
住
宅
政
策
本
部
（
住
宅
企
画

部
」
を
「
住
宅
政
策
本
部
（
住
宅
企
画
部
、
民
間
住
宅
部
」
に
、
「
都
民
安
全
推
進
本
部
、
住
宅
政
策

本
部
、
」
を
「
住
宅
政
策
本
部
、
」
に
、

「
都
民
安
全
推
進
本
部
の
課
長
（
総
務
課

長
を
除
く
。
）

住
宅
政
策
本
部
（
住
宅
企
画
部
及
び
都

営
住
宅
経
営
部
に
限
る
。
）
の
課
長

（
総
務
課
長
を
除
く
。
）

」
を
「
住
宅
政
策
本
部
（
住
宅
企
画
部
、
民

間
住
宅
部
及
び
都
営
住
宅
経
営
部
に

限
る
。
）
の
課
長
（
総
務
課
長
を
除

く
。
）

」
に
、

「
都
民
安
全
推
進
本
部
の
担
当
課
長

住
宅
政
策
本
部
（
住
宅
企
画
部
及
び
都

営
住
宅
経
営
部
に
限
る
。
）
の
担
当
課

長

」
を
「
住
宅
政
策
本
部
（
住
宅
企
画
部
、
民

間
住
宅
部
及
び
都
営
住
宅
経
営
部
に

限
る
。
）
の
担
当
課
長

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
四
十
一
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

東
京
都
職
員
の
人
事
考
課
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
四
年
東
京
都
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
第
五
号
中
「
並
び
に
都
民
安
全
推
進
本
部
長
、
」
を
「
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
室
長
並

び
に
」
に
改
め
、
「
、
病
院
経
営
本
部
長
」
を
削
る
。

第
五
条
第
三
号
中
「
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
」
の
下
に
「
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
六
条
第
一
項
第
二
号
又
は
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す

る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
八
号
）
第
九
条
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
五
号
の
改
正
規
定

（
「
、
病
院
経
営
本
部
長
」
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
四
十
二
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

東
京
都
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
運
用
管
理
規
程
（
平
成
十
四
年
東
京
都
訓
令
第
九

十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
第
六
号
中
「
並
び
に
都
民
安
全
推
進
本
部
、
」
を
「
、
室
並
び
に
」
に
改
め
、
「
、
病
院
経

営
本
部
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
「
、
病
院
経
営
本
部
」
を
削
る
部

分
は
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
三
十
六
号

東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
四
年
東
京
都
規
則
第
九
十

八
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
東
京
都
規
則
第
三
百

四
十
号
。
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
別
に
定
め

る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

令
和
三
年
度
に
パ
ス
の
発
行
を
受
け
た
者
で
、
東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
条
例
施
行
規
則
附
則
第
二
十
二
項
の
規
定

に
よ
り
費
用
負
担
額
を
千
円
と
さ
れ
た
も
の
（
改
正
後
の
規
則
附
則
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
市
町

村
民
税
非
課
税
者
等
及
び
令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
四
百
十
五
号
（
東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
条
例
施

行
規
則
附
則
第
二
十
二
項
に
よ
り
知
事
が
別
に
定
め
る
者
）
二
の
規
定
に
基
づ
き
費
用
負
担
額
を
千

円
と
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）

二

令
和
四
年
度
に
パ
ス
の
発
行
を
受
け
る
者
で
、
令
和
三
年
の
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金

額
を
い
う
。
た
だ
し
、
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
十
三
条
の
四

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三

第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三

十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成

十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た

額
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
が
百
三
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
を
証
し
た
も
の
（
や
む
を
得
な
い

事
由
に
よ
り
令
和
三
年
の
合
計
所
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